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１ 市営住宅制度の概要 

  

 

 公営住宅 改良住宅 

根拠法 公営住宅法 住宅地区改良法 

目 的 

   国民生活の安定と社会福祉の 
増進に寄与することを目的として， 

国と地方公共団体が協力して住宅
を整備し，住宅に困窮する低額所
得者に対し，低廉な家賃で提供す
るもの 

  不良住宅が密集する地区の改

良事業に関し，改良地区の整備や
改良住宅の建設など，当該地区の
環境の整備改善を図り，健康で文
化的な生活を営むに足りる住宅の
集団的建設を促進するもの 

入居要件 住宅に困窮する低額所得者 改良事業により住宅を失った者 

○ 市営住宅には，公営住宅と改良住宅があるが，それぞれ根拠法や目的等 
 が異なる。 

１ 

 市営住宅制度（公営住宅・改良住宅） 



 京都市の市営住宅の住棟・住戸数 

２  市営住宅の現状 

                          
                        （平成２９年７月１日時点） 

 

２ 

（※）団地数について 
    複数の街区で構成される向島，醍醐西，醍醐東については，管理上は１つの街区を１団地  
   として計上しているが，「京都市市営住宅条例」上は，街区単位ではなく，例えば６つの街 
   区から成る向島市営住宅を１つの団地として計上している。 
     

団地数（※） 管理棟数 管理戸数 

全体 
 管理 ９９団地 
（条例 ８８団地） 

６５８棟 ２３，５０４戸 

公営住宅 
 管理 ７８団地 
（条例 ６７団地） 

５２３棟 １８，９５４戸 

改良住宅      ２１団地 １３５棟  ４，５５０戸 



 老朽化の進行・更新時期の集中 

３ 公営住宅の現状 

 
 

３ 

 ＜耐用年限が到来する時期と規模のイメージ＞ 

※ 耐用年限については，公営住宅法施行令に定める70年と設定 

○ 本市の公営住宅は，半数以上が，高度成長期に当たる昭和４０年代から 
 ５０年代前半にかけて集中的に整備されており，今後，大規模改修や建替 
 え時期が集中することが予想される。 

年代 ～Ｈ49 Ｈ50～55 Ｈ56～63 Ｈ64～70 Ｈ71～

耐用年限が
到来する

規模イメージ
750戸／年 900戸／年 450戸／年 200戸／年

建設当時の背景

S40年代

前半

住宅の

量的確保

約1,900戸

S40年代

後半

郊外における

大量建設

約4,000戸

S50～63年

ニュータウン等の大量建設

約8,800戸

うち洛西・向島両ニュータウン

約7,000戸



 京都市の公営住宅の立地状況（管理戸数別） 

３ 公営住宅の現状 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

４ 



 行政区別に見た公営住宅の団地数，管理棟数及び管理戸数 

３ 公営住宅の現状 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５ 

団地数 管理棟数 
管理戸数 

戸数 割合 

北 区 1 24 47 0.3% 

上京区 0 0 0 0.0% 

左京区 6 52 121 0.6% 

中京区 1 1 40 0.2% 

東山区 0 0 0 0.0% 

山科区 13 63 2,701 14.3% 

下京区 0 0 0 0.0% 

南 区 7 19 955 5.0% 

右京区 9 41 761 4.0% 

西京区 6 84 3,168 16.7% 

伏見区 35 239 11,161 58.9% 

全市計 78 523 18,954 100% 

○伏見区，山科区，西京区への立地割合が高く，全戸数の約９０％を占める 



 着工年度及び住戸面積別の管理戸数 

３ 公営住宅の現状 

 
                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６ 

○４０㎡以上の住戸が全体の約７７％であり，３０～３９㎡の住戸が約２１％ 
○最近２０年間に着工した住戸はすべて４０㎡以上であるのに対し，３０㎡未満の 
  住戸はすべて昭和６１年度以前に着工したものであり，築３０年以上経過してい 
  る。 

昭和41 
年以前 

昭和42
～51年 

昭和52
～61年 

昭和62～ 
平成8年 

平成9年
以降 

合 計 

戸数 割合 

30㎡未満    109    70      20         0        0      199   1.1% 

30～39㎡ 1,078 2,933      25       33        0   4,069 21.5% 

40～49㎡      24 2,298        0       38      18   2,378 12.5% 

50～59㎡       0 2,135 5,579    130      96   7,940 41.9% 

60～69㎡       0         0 1,075 2,210    776   4,061 21.4% 

70㎡以上       0         0      76    114    117      307   1.6% 

総 計 1,211 7,436 6,775 2,525 1,007 
18,954 100% 

割 合 6.4% 39.2% 35.8% 13.3% 5.3% 



（参考） 公営住宅制度の概要 

  
 

【制度趣旨】 

 公営住宅は，国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として，公営住宅法に基づき， 
国と地方公共団体が協力して，住宅に困窮する低額所得者に対し，低廉な家賃で提供されるもの 

  
 
 

 ○ 地方公共団体は，公営住宅を建設して管理 
 ○ 国は，整備などを助成：全体工事費の概ね４５％（建設，買取りの場合）又は共用部分の工事費の概ね 
  ４５％（借上げの場合）を助成 

【供給】 

【入居者資格】 

 ○ 同居親族要件 
    原則として，同居している親族がある 
  こと（高齢者，障害者等は単身入居可） 
 
 ○ 入居収入基準 
  ・ 原則として月収15万8千円以下 
 
  ・ 高齢者，障害者，子育て世帯等に 
   ついては，月収21万4千円（京都市の 
   場合）まで収入基準を引上げ 
     

【家賃・入居制度】 
＜家賃制度＞  
 ○ 入居者の家賃負担能力と個々の住宅からの便益に応じ 
  て補正する応能応益制度に基づき，地方公共団体が決定 
 ○ 地方公共団体の裁量により，家賃設定における係数の 
  設定（利便性係数）や家賃の減免が可能 
 
＜入居制度＞ 
 ○ 原則として，入居者を公募 
 ○ 特に居住の安定の確保が必要な者について，地域の実 
  情を踏まえた地方公共団体の判断により，入居者選考にお 
  いて優先的に取り扱うことができる（優先入居）。 
 ○ 収入超過者 
    引き続き３年以上入居している場合で，入居収入基準を 
   超える収入のある者については，明渡努力義務が発生 

７ 



４  現行の住宅関連計画における公営住宅の位置付け 

８ 

  
市民，事業者，行政が協働する今後の京都のすまいづくり
の指針として策定 
 

     公営住宅の管理戸数は現状程度に留めながら，市営住

宅が住宅確保要配慮者の居住の安定を確保するための
中核的な役割を担えるよう施策を講じていくこととしている。 

京都市住宅マスタープラン 
（平成22年3月策定）＜平成22年度～平成31年度＞ 

 

住生活基本法に基づく京都府の計画 
  住生活基本法により，都道府県は住生活基本計画を定めることを義務付けられており， 
 その中で公営住宅の供給目標量を定め，計画的な実施を図ることとされている。 
 
 

京都府住生活基本計画（平成29年1月策定）＜平成28年度～平成37年度＞ 

  
市営住宅ストックを有効に活用するための基本方
針や各団地，住棟ごとの活用方針等を示す。 
 

建替え等を大幅に抑制しつつ，耐震改修，エレベー
ター等の設置，計画的な修繕など，既存ストックの長
期有効活用を図る中で，市営住宅ストックの抱える
様々な課題を解決 
 

京都市市営住宅ストック総合活用計画 
（平成23年2月策定）＜平成23年度～平成32年度＞ 

 
 

住生活基本法に基づき，住生活の安定向上施策を総合的かつ計画的に推進するために策定 
 (目標) 住宅の確保に特に配慮を要する者の居住の安定の確保 
    住宅を市場において自力で確保することが難しい低額所得者，高齢者，障害者，ひとり 
   親・多子世帯等の子育て世帯，生活保護受給者，外国人，ホームレス等の住宅確保要配慮者 
   が安心して暮らせる住宅を確保できる環境を実現 
 

住生活基本計画（全国計画）（平成28年3月策定）＜平成28年度～平成37年度＞ 



 公営住宅の供給戸数の考え方 

４  現行の住宅関連計画における公営住宅の位置付け 

９ 

 

 
 

本市では，１年間当たり約７００戸の公募を実施することにより， 
 京都府住生活基本計画に掲げる公営住宅の供給量を達成 

京都府住生活基本計画（H28～37）に掲げる 
府下の公営住宅の供給目標量の考え方 

24,300世帯 

24,300戸 

1,150戸 16,000戸 

H28～37年度までで17,150戸 

8,300戸 



 過去５箇年の公募戸数及び申込者数の推移 

５ 公募の状況 

 
                                 

１０ 

年度 
公募戸数合計（※） 

申込者数 倍率 
一般公募 優先選考 

24 753 622 131 6,002 8.0 

25 738 602 136 5,702 7.7 

26 720 577 143 5,475 7.6 

27 800 657 143 4,410 5.5 

28 797 594 203 4,294 5.4 

（※）改良住宅を含む。 

○公募により毎年700戸以上の入居者募集を実施 
 ＜入居資格＞ 
 ・同居又は同居しようとする親族があること。 
 ・京都市内に居住しているか又は勤務先があること。 
 ・収入（所得額）が定められた基準内であること。 
 ・現在，住宅に困っていること（居住用の住戸を所有していないこと）。等 



 一般公募の状況（過去５箇年） 

５ 公募の状況 

 
 
 
  

年度 

公募戸数合計 

申込者数 倍率 一般 
住宅 

単身者 
向け(※） 

親子 
ペア(※） 

多家族 
向け(※） 

24 622 552 54 13 3 5,823 9.4 

25 602 543 44 11 4 5,423 9.0 

26 577 503 59 10 5 5,256 9.1 

27 657 574 61 12 10 4,186 6.4 

28 594 491 86 8 9 4,039 6.8 
 
（※）単身者向け： 
   高齢者（６０歳以上），身体障害者（１～４級），精神障害者（１～３級）， 
   療育手帳（Ａ・Ｂ）の交付を受けている方，生活保護受給者，原子爆弾被爆者，戦傷病者， 
   引揚げ者，ハンセン病療養所入所者，ＤＶ被害者，犯罪被害者，長期入院結核患者 
   を対象とした単身者向けの公募 
 
（※）親子ペア（３ＤＫ＋１Ｋ）： 
   子世帯とその親世帯又は孫世帯とその祖父母世帯の２世帯で構成されている世帯向けの公募 
 
（※）多家族向け（４ＤＫ）： 
   ６人以上の世帯又は６０歳以上の高齢者を含む５人以上の世帯向けの公募 
 １１ 



 優先選考の公募状況（過去５箇年） 

５ 公募の状況 

 本市では，特に居住の安定の確保が必要な者として，以下の者を優先的に対象とした 

 公募を実施することにより優先選考を実施している。 
 
 
 また，上記以外にも，車いすの方がいる世帯，高齢者等の単身者，多回数落選者等を対
象とした公募を行っている。 
                                 

１２ 

○ひとり親  ○心身障害者  ○子育て世帯  ○犯罪被害者・DV被害者 ○原爆・引揚者  

年度 

公募戸数合計 

申込
者数 

倍率 ひと
り親 

心身 
障害者 

車いす 
犯罪・
ＤＶ 

子育て 
原爆・
引揚者 

子ども・
被災者 一般

住戸 
リノベ 
（※） 

24 131 28 46 8 30 16 － 3 － 179 1.4 

25 136 38 38 8 35 16 － 1 － 279 2.1 

26 143 28 28 11 41 25 － 3 － 219 1.5 

27 143 36 24 7 44 25 － 3 4 224 1.6 

28 203 25 22 13 24 18 64 1 36 255 1.3 

（※）リノベ： 子育て世帯向けにリノベーションした住戸に対して，期限付き入居制度を活用し， 
       末子が１８歳になった年度末まで入居として公募するもの， 
       平成２８年１２月公募では５５戸を，その後，特別募集として9戸を供給 



５ 公募の状況 

8.0  7.7  7.6  
5.5  5.4  

12.5  

20.2  

18.2 

15.0  

12.4  

1.8 
2.8 2.3 1.5  2.6  

0.8 
1.7 

0.9 1.4  0.9  

6.6 
5.6 

2.2 
5.0  

4.1  

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 

市営住宅公募合計 単身者向け ひとり親 障害者 車いす 

○公募倍率全体については，低下傾向にあり，近年は５～６倍で推移 
○単身者向けの公募倍率は，年度によりばらつきはあるものの，１０倍超で 
 推移 

公募倍率の推移 

１３ 

 公募倍率の推移（過去５箇年） 



 公募倍率の隔たり 

５  公募の状況 

 
 

（例）一般住戸における過去５箇年の平均倍率 
 ・桜島  ・・・６０．０倍（平成15年建設，ＥＶ有） 
 ・嵯峨  ・・・３０．７倍（平成15年建設，ＥＶ有） 
 ・石田東 ・・・ ０．２倍（昭和45年建設，ＥＶ無） 
 ・石田西 ・・・ ０．３倍（昭和45年建設，ＥＶ無） 
 ・小栗栖 ・・・ ０．２倍（昭和49・50年建設，ＥＶ無） 

公募倍率は団地全体で概ね５～６倍程度で推移しているものの， 
 ○行政区毎で公募倍率に違いが見られる。 
 ○非常に高倍率の団地がある一方で，公募数に満たない応募数しかない 
  団地も存在しており，倍率に大きな隔たりがある。 

募集戸数 申込者数 公募倍率 

山科区 ５３ ６００ １１．３倍 

南 区 １９ ３８８ ２０．４倍 

右京区 ２６ ７８０ ３０．０倍 

西京区 ７１ １２１  １．７倍 

伏見区 ２５３ ９８４  ３．９倍 

１４ 



 一般住宅の公募状況（建設年次別） 

５  公募の状況 

 
 
○一般住宅の公募状況を見ると，建設年次毎で公募倍率や申込者の申込比率 
 に違いが見られる。 

建設 
年次 

公募倍率 
住戸面積 
（主なもの） 

設備等の状況 

昭和４１～４５年  ０．７倍 ～４５㎡ 
・ ＥＶなしの団地あり。 
・ シャワー未設置 

昭和４６～５０年  １．９倍 ４５～５５㎡ 
・ ＥＶなしの団地あり。 
・ シャワー未設置 

昭和５１～５５年  １．１倍 ５０～６０㎡ 
・ ＥＶなしの団地あり。 
・ シャワー未設置 

昭和５６～６０年  ４．６倍 ５５～６５㎡ 
・ ＥＶなしの団地あり。 
・ シャワー未設置 

昭和６０年代  ９．８倍 ６０～６５㎡ 
・ ＥＶなしの団地あり。 
・ シャワー未設置の住戸あり。 

平成１～１０年 ２１．１倍 ６０～７０㎡ 
・ ＥＶなしの団地あり。 
・ シャワー設置。 

平成１１年以降 １９．９倍 ６５㎡～ 
・ ＥＶなしの団地あり。 
・ シャワー設置。 

平成２８年度（４月・６月・９月・１２月公募）の一般住宅の公募倍率（建設年次別の状況） 

１５ 



５  公募の状況 

建設年次 団地名 募集戸数 応募数 倍率 

昭和40年代 

勧修寺北 4 35 8.8倍  

深草 2 78 39.0倍  

西野山 9 94 10.4倍  

川西 2 95 47.5倍  

石田東 23 49 2.1倍  

石田西 15 44 2.9倍  

大受 16 87 5.4倍  

小栗栖 6 42 7.0倍  

山科 (※） 6 330 55.0倍  

○単身者向けの公募倍率の内訳をみると，建設年次が同じ時期であったと 
 しても，団地により公募倍率にばらつきがある。 

平成２８年度（６月・１２月公募）の単身者向け公募倍率（団地別状況） 

１６ 

（※）山科市営住宅は，平成１４年から平成２４年にかけて内装や設備など 
   住戸内部を全面的に改善している。 

 単身者向けの公募状況（団地別） 



 入居者の世帯構成 

６  入居者の状況（公営住宅） 

   ○高齢者のいる世帯（６５歳以上の方が１人以上入居している世帯）が， 
 入居世帯の約６１％を占めている。 
○子育て世帯（１８歳未満の方が１人以上入居している世帯）が，入居世 
 帯の約１５％を占めている。 
○世帯人数別では，単身世帯が入居世帯の約４０％，二人世帯が約３８％ 
 となっており，二人以下の世帯が入居世帯の約７８％を占めている。 

4,632世帯 

29% 

5,004世帯 

32% 

2,347世帯 

15% 

3,815世帯 

 24% 

高齢単身世帯 
高齢者を含む世帯（単身を除く） 
子育て世帯 
その他 

高齢世帯・子育て世帯の割合 

高齢単身世帯 

高齢者を含む世帯 
（単身を除く） 

子育て世帯 

その他 

6,376世帯 

 40% 

6,013世帯  

38% 

3,409 世帯  

22% 

単身世帯 二人世帯 三人以上世帯 

世帯人数別の割合 

単身世帯 

二人世帯 

三人以上
世帯 

（平成２９年７月１日時点） 

（参考）市全体 
 ・高齢者のいる世帯 
  約３６％ 
 ・子育て世帯 
  約１７％ 

（参考）市全体 
 ・単身世帯 
  約４５％ 
 ・二人世帯 
  約２５％ 

１７ 



 入居者の収入分位別割合（過去５箇年） 

６  入居者の状況（公営住宅） 

   

１８ 

月収 階層 収入分位 月収 階層 収入分位 

      ～ 104,000 円 第1階層      ～ 10.0% 158,001 ～ 186,000 円 第5階層 25.0 ～ 32.5% 

104,001 ～ 123,000 円 第2階層 10.0 ～ 15.0% 186,001 ～ 214,000 円 第6階層 32.5 ～ 40.0% 

123,001 ～ 139,000 円 第3階層 15.0 ～ 20.0% 214,001 ～ 259,000 円 第7階層 40.0 ～ 50.0% 

139,001 ～ 158,000 円 第4階層 20.0 ～ 25.0% 259,001円～  第8階層  50.0% ～ 

83.8% 

84.2% 

83.6% 

83.8% 

80.7% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H28

H27

H26

H25

H24

第１階層 第２階層 第３階層 第４階層 第５階層 第６階層 第７階層 第８階層 

○収入分位別の世帯数の割合では，最も収入が低い第１階層の割合が8割超 
 で推移している。 



６  入居者の状況（公営住宅） 

34360 33721 32639 31559 30632

16642
16547 16318 16071

15848

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

入居者数 入居世帯数

11631 12009 12270 12441 12534

3978 4168 4389 4510 4620

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

65歳以上入居者 65歳以上単身世帯

入居者数・入居世帯数の推移 65歳以上入居者数・65歳以上単身世帯数の推移 

○公営住宅の入居者数は，５年間で約３，７００人，約８００世帯の減少 
○６５歳以上の入居者数は，５年間で約９００人増加 
○６５歳以上の単身世帯数は，５年間で約６４０世帯増加 

今後も，入居者数の減少，高齢化の進行が予想される。 

１９ 

 入居者数・入居世帯数の推移（過去５箇年） 

（各年４月１日時点） （各年４月１日時点） 



６  入居者の状況（公営住宅） 

83.7%

75.4%

84.3%

82.8%

89.0%

84.8%

88.0%
85.6%

93.0%

89.8%

95.1% 94.6%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

昭和41～45年 昭和46～50年 昭和51～55年

昭和56～60年 昭和60年代 平成元年以降

○建設年次別の入居率は，建設年次が新しい団地順に入居率が高い傾向 
○特に，昭和41～45年に建設された団地の入居率の減小が顕著 
                  （５年間で8.3ポイントの減小） 

空き住戸には公募不可となっている約３，０００戸（事業活用等により公募停止している住戸，
用途廃止予定の住戸，整備に多額の費用を要する住戸（いずれも約１，０００戸））を含む。 

２０ 

 建設年次別の入居率の推移（過去５箇年） 

（各年４月１日時点） 



６  入居者の状況（公営住宅） 

○建設年次別の高齢化率の推移をみると，建設年次が古い団地の方が高齢 
 化率が総じて高く，昭和41～45年に建設された団地では高齢化率が約 
 ６割となっている。 
○建設年次別の高齢単身世帯の割合の推移をみると，昭和41～45年に建設 
 された団地における割合が高く，約５割となっている。 

53.3% 55.4%
57.9% 59.7%

61.8%

37.8% 40.2%
42.4% 45.1% 46.7%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

昭和41～45年 昭和46～50年 昭和51～55年

昭和56～60年 昭和60年代 平成元年以降

46.4%
48.4% 51.2% 52.5% 54.3%

22.3% 24.4% 26.3% 28.2% 30.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年

昭和41～45年 昭和46～50年 昭和51～55年

昭和56～60年 昭和60年代 平成元年以降

建設年次別の高齢化率の推移 建設年次別の高齢単身世帯数の割合の推移 

昭和41～45年に建設された団地の高齢化率・高齢単身世帯率が，特に高い。 

２１ 

 建設年次別の高齢化率等の推移（過去５箇年） 

（各年４月１日時点） （各年４月１日時点） 



６  入居者の状況（公営住宅） 

 建設年次別の若年者数などの推移（過去５箇年） 

○建設年次別に，入居者数全体に対する１５歳未満の子どもの数の割合をみる 
 と，建設年次が古い団地の方が子どもの数の割合が低い。 
○建設年次別に，入居世帯数全体に対する１８歳未満の子どもがいる世帯の割 
 合をみると，建設年次が古い団地の方が子どもがいる世帯数の割合が低い。 

7.0% 7.1% 
6.4% 

5.5% 
4.8% 

10.8% 10.5% 10.0% 

8.4% 8.2% 

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

昭和41～45年 昭和46～50年 昭和51～55年 

昭和56～60年 昭和60年代 平成元年以降 

9.3% 8.3% 
7.1% 6.3% 5.7% 

16.5% 15.7% 14.8% 
13.3% 13.0% 

4.0%

8.0%

12.0%

16.0%

20.0%

24.0%

28.0%

平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 

昭和41～45年 昭和46～50年 昭和51～55年 

昭和56～60年 昭和60年代 平成元年以降 

建設年次が古い団地ほど，子どもの数や子育て世帯数は減少傾向にある。 

（各年４月１日時点） （各年４月１日時点） 

建設年次別の１５歳未満の子どもの数の割合 建設年次別の１８歳未満の子どもがいる世帯数の割合 

２２ 



７ 公営住宅の整備状況 

 京都市ストック総合活用計画に基づく整備状況 

改善項目 
計画策定時 

（Ｈ22.11.1時点） 
現状 

（Ｈ29.7.1時点） 
目標 

（平成32年度） 

耐震化率 ６２.７％ ８４.０％ ９０％ 

共用部の 
バリアフリー化率 

４９.１％ ５４.２％ ７０％ 

住戸内の 
バリアフリー化率 

３９.２％ ４０.１％ 
高齢者が 

居住する住戸の 

７５％ 

浴室設置率 ８３.３％ ８５.６％ 
可能な限り 
早期に 

２３ 



８  公営住宅入居世帯の家賃 

 
 
 
  
  
 
  
  
    
     
   

家賃＝①家賃算定基礎額×②市町村立地係数×③規模係数×④経過年数係数×⑤利便性係数 

２４ 

２万円以下 
36.7% 

２～３万円
38.8%  

３～４万円
17.3% 

４万円超 
7.3% 

収入分位 政令月収 家賃算定基礎額 

0.0～10.0%      0 ～ 104,000 34,400 

10.0～15.0% 104,001 ～ 123,000 39,700 

15.0～20.0% 123,001 ～ 139,000 45,400 

20.0～25.0% 139,001 ～ 158,000 51,200 

25.0～32.5% 158,001 ～ 186,000 58,500 

32.5～40.0% 186,001 ～ 214,000 67,500 

40.0～50.0% 214,001 ～ 259,000 79,000 

50.0～ 259,001  ～ 91,100 

➀ 家賃算定基礎額 ➁ 市町村立地係数(京都市の場合は１．１) 
    国土交通大臣が各市町村の地価の状況を勘案し， 国土交 
  通省告示により定められるもの。 
➂ 規模係数 
  住戸専用面積を６５．０㎡で除した数値 
④  経過年数係数 
  既成市街地の木造以外の場合については， 
    １－０．００１０×経過年数 
    （経過年数：初年度を０とし，次年度以降の年数を算定） 
➄ 利便性係数 
  平成２７年度から，浴室設備（給湯器の有無を含む）， 
  エレベーター，建物の経過年数及び固定資産評価額を勘案 

 

○家賃が３万円以下の入居世帯が全体の約７５％ 


